
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

五

六

七

号

二
次
感
染
問
題
を
中
心
と
し
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子

567



二
次
感
染
問
題
を
中
心
と
し
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
五
五
七
号
及
び
同
年
十
月
二
十
三
日
提
出
質
問
第
一
五
〇
号
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬

害
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
お
い
て
、
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
二
次
感
染
問
題
、
及
び
本
件
の
真
相
解
明

と
、
よ
り
安
全
な
予
防
接
種
体
制
の
確
立
に
関
す
る
質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
予
防
接
種
法
の
あ
ゆ
み
は
、
施
行
直
後
の
京
都
・
島
根
ジ
フ
テ
リ
ア
予
防
接
種
禍
事

件
に
始
ま
り
、
す
で
に
六
十
年
を
経
過
す
る
が
、
そ
の
大
が
か
り
な
法
改
正
は
、
昭
和
五
十
一
年
お
よ
び
平
成
六
年
の
改
正
で

あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
種
痘
被
害
の
社
会
問
題
化
と
被
害
者
の
組
織
的
な
補
償
要
求
、
後
者
は
被
害
者
が
提
起
し
た
訴
訟
に

お
け
る
被
告
国
の
敗
訴
が
大
き
な
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

世
界
に
類
例
の
な
い
、
罰
金
を
課
し
て
接
種
を
強
制
す
る
が
被
害
救
済
規
定
の
な
い
「
強
制
・
無
補
償
」
の
制
度
下
、
ジ
フ

テ
リ
ア
事
件
被
害
児
家
族
ら
の
「
補
償
法
制
定
も
し
く
は
予
防
接
種
法
廃
止
」
の
要
求
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
閣
議
了
解
に
よ

る
救
済
措
置
（
旧
制
度
）
も
し
く
は
昭
和
五
十
一
年
の
改
正
に
よ
る
救
済
の
制
度
化
（
新
制
度
）
ま
で
、
お
お
む
ね
三
十
年
の

間
結
果
と
し
て
放
置
さ
れ
た
。
ま
た
、
被
害
の
実
態
調
査
は
、
法
制
定
以
来
半
世
紀
の
後
、
平
成
十
年
度
厚
生
科
学
研
究
に
お

い
て
よ
う
や
く
実
施
、
続
い
て
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
予
防
接
種
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

一



予
防
接
種
法
の
六
十
年
は
、
感
染
症
の
克
服
過
程
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
裏
返
せ
ば
命
と
健
康
を
ふ
み
に
じ
ら

れ
た
被
害
児
・
家
族
の
人
権
回
復
の
「
遅
々
と
し
た
」
あ
ゆ
み
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
副
反
応
報
告
の
シ
ス
テ
ム

が
基
準
・
様
式
と
も
に
明
確
に
さ
れ
た
の
は
平
成
六
年
改
正
に
よ
る
。
法
施
行
前
の
平
成
六
年
九
月
ま
で
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
と
そ
の
他
の
認
定
被
害
を
除
き
事
故
情
報
は
集
計
さ
れ
ず
、
国
と
し
て
副
反
応
の
デ
ー
タ
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
。
副
反
応
デ
ー
タ
の
収
集
シ
ス
テ
ム
構
築
が
法
制
定
四
十
六
年
後
で
あ
っ
た
（
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
を
ふ
ま
え
て
）
こ
と
は
、

ま
さ
に
日
本
の
ワ
ク
チ
ン
行
政
の
遅
れ
で
あ
り
科
学
性
の
脆
弱
さ
と
い
え
る
。

巷
間
と
り
ざ
た
さ
れ
る
「
副
反
応
に
過
剰
に
反
応
す
る
、
特
異
な
」
国
民
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
一
つ

の
要
因
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
加
え
て
、
戦
後
薬
害
第
一
号
ジ
フ
テ
リ
ア
事
件
（
昭
和

二
十
三
年
）
と
近
年
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
（
昭
和
六
十
三
〜
平
成
六
年
）
も
共
に
、
国
の
責
任
に
関
し
て
い
ま
だ
に

被
害
者
ら
が
自
ら
検
証
を
行
っ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
こ
と
の
真
相
解
明
を
曖
昧
に
し
、
事
実
の
風
化
を
願
う
が
ご
と
き
国
の

あ
り
様
が
、
特
異
な
国
民
性
の
醸
成
に
大
き
く
関
与
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
ジ
フ
テ
リ
ア
事
件
に
つ
い
て
旧
厚
生
省
は
京
都

府
に
指
示
を
し
、
内
容
の
評
価
は
別
問
題
で
あ
る
が
『
京
都
ジ
フ
テ
リ
ア
豫
防
接
種
禍
記
録
』
（
昭
和
二
十
五
年
三
月
、
京
都

府
衛
生
部
）
と
し
て
事
実
経
過
を
記
録
さ
せ
、
ま
た
昭
和
三
十
三
年
、
同
省
公
衆
衛
生
局
が
『
防
疫
事
例
集

上
・
下
』
を
刊

二



行
し
、
接
種
事
故
例
を
公
表
し
て
い
る
事
実
は
あ
る
も
の
の
、
予
防
接
種
史
上
最
多
の
被
害
認
定
を
行
っ
た
Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件
の
厚

生
労
働
省
と
し
て
の
総
括
記
録
は
一
切
な
く
、
風
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

昨
年
来
予
防
接
種
法
改
正
論
議
が
進
行
す
る
な
か
、
過
去
の
予
防
接
種
事
件
の
検
証
や
総
括
が
確
実
に
な
さ
れ
、
そ
の
教
訓

が
正
し
く
継
承
さ
れ
る
こ
と
や
、
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
副
反
応
、
健
康
被
害
と
そ
の
救
済
の
観
点
を
ふ
ま
え
、
健
全
な
法
改

正
論
議
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
二
次
感
染
（
家
族
内
感
染
）
を
中
心
に
、
本
事
件
の
真
相
解
明
に
係
わ
っ
て
政
府
の
見
解

を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

一

平
成
二
十
年
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
五
五
七
号
の
質
問
一
の
（
一
）
、
（
二
）
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
に
係
わ
る

新
た
な
情
報
を
入
手
し
た
の
で
、
左
の
各
項
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
一
）

平
成
三
年
に
札
幌
市
で
発
生
し
た
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
由
来
す
る
二
次
感
染
（
家
族
内
感
染
）
に
つ
い

て
、
一
市
民
が
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
付
で
、
当
時
の
北
海
道
立
衛
生
研
究
所
（
以
下
、
道
衛
研
）
健
康
科
学

部
長
矢
野
昭
起
氏
（
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
に
よ
る
鑑
定
結
果
を
、
平
成
五
年
四
月
十
六
日
、
日
本
感
染
症
学
会
に
お
い
て
道
衛

研
の
沢
田
春
美
氏
が
発
表
し
た
際
の
共
同
発
表
者
）
に
、
鑑
定
結
果
の
報
告
に
関
し
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
十

三



二
月
十
七
日
付
文
書
に
お
い
て
次
の
通
り
回
答
が
あ
っ
た
。

「
北
海
道
庁
保
健
環
境
部
保
健
予
防
課
（
現
、
保
健
福
祉
部
疾
病
対
策
課
）
に
対
し
て
次
の
と
お
り
報
告
し
、
報
告
内
容
は

保
健
予
防
課
か
ら
厚
生
省
に
報
告
さ
れ
た
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
�
患
者
の
検
体
か
ら
ム
ン
プ
ス
ウ
イ
ル
ス
が
分
離
さ
れ
、

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
製
造
に
用
い
ら
れ
て
い
た
占
部
株
と
遺
伝
子
配
列
が
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
（
検
査
開
始

か
ら
一
ケ
月
以
内
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
）
で
保
健
予
防
課
に
報
告
し
て
お
り
ま
す
。
�
報
告
の
内
容
は
、
抄
録

（
平
成
五
年
四
月
十
六
日
の
日
本
感
染
症
学
会
発
表
、
引
用
者
注
）
に
記
載
し
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
検
査
の
方
法
、
検
査
結
果
、

医
師
か
ら
の
情
報
な
ど
で
し
た
。
」

ま
た
、
本
件
に
つ
い
て
、
健
康
局
結
核
感
染
症
課
が
平
成
二
十
年
九
月
に
北
海
道
庁
（
以
下
、
道
庁
）
に
調
査
を
依
頼
（
同

年
九
月
八
日
付
事
務
連
絡
）
し
、
道
庁
が
結
核
感
染
症
課
へ
回
答
し
て
い
る
（
同
年
九
月
二
十
四
日
付
事
務
連
絡
）
。
そ
の
関

係
の
道
庁
文
書
を
入
手
し
た
が
、
マ
ス
キ
ン
グ
の
た
め
、
道
庁
が
矢
野
氏
に
聞
き
取
り
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
右

の
矢
野
氏
の
回
答
に
相
当
す
る
内
容
も
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
道
庁
も
厚
生
労
働
省
も
本
件
に
つ
い
て
調
査
を
尽
く
し
て
い

な
い
と
い
え
る
の
で
調
査
、
答
弁
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
い
か
が
か
。

（
二
）

前
項
、
矢
野
氏
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
年
四
月
に
札
幌
市
で
発
生
し
た
統
一
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
二

四



次
感
染
の
事
実
は
、
早
け
れ
ば
同
年
四
月
、
遅
く
と
も
同
年
五
月
に
は
旧
厚
生
省
に
連
絡
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
の
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
資
料
（
十
一
ペ
ー
ジ
の
資
料－

四
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ

ク
チ
ン
に
よ
っ
て
接
触
者
に
感
染
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
に
つ
い
て
）
に
よ
れ
ば
、
旧
厚
生
省
が
平
成
五
年
四
月
五

日
に
二
次
感
染
症
例
に
つ
い
て
道
庁
に
問
い
合
わ
せ
た
と
あ
る
が
、
前
項
で
示
し
た
道
庁
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、

当
時
の
道
庁
内
予
防
接
種
担
当
部
署
の
職
員
は
誰
一
人
と
し
て
、
旧
厚
生
省
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
応
し
た
記
憶

が
あ
る
者
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
矢
野
氏
の
回
答
及
び
道
庁
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
旧
厚
生
省
は
二
次
感

染
が
確
認
さ
れ
た
直
後
に
報
告
を
受
け
、
そ
の
事
実
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
平
成
五
年
四
月
五
日
に
道
庁

に
問
い
合
わ
せ
る
必
要
も
な
か
っ
た
し
、
あ
る
い
は
問
い
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
す
ら
推
定
さ
れ
る
。
道
衛
研
の
Ｐ

Ｃ
Ｒ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
な
経
路
で
、
い
つ
知
っ
た
の
か
、
正
し
い
事
実
関
係
を
解
明
し
て
答
弁
せ
よ
。
ま
た
右
に

示
し
た
伝
染
病
予
防
部
会
の
議
事
録
は
存
在
す
る
か
。

二

平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
の
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
資
料
十
四
ペ
ー
ジ
、
資
料－

五
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に

つ
い
て
の
当
面
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
意
見
）
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
年
四
月
、
北
海
道
で
発
生
し
た
二
次
感
染
に
つ
い
て

は
「
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に
よ
っ
て
ワ
ク
チ
ン
由
来
株
で
あ
る
こ
と
が
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
確
認
さ

五



れ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
（
以
下
、
旧
予
研
）
ム
ン
プ
ス
室
長
山
田
章
雄
氏
も
鑑

定
を
行
っ
た
こ
と
が
平
成
五
年
四
月
十
六
日
の
日
本
感
染
症
学
会
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
検
査
の
主
体
は
道
衛
研
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
表
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
成
三
年
四
月
に
旧
予
研
で
も
鑑
定
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
Ｍ
Ｍ

Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
評
価
に
と
っ
て
重
大
な
情
報
で
あ
り
、
即
座
に
旧
予
研
か
ら
旧
厚
生
省
に
報
告
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
旧
厚
生
省
は
本
件
情
報
を
い
つ
予
研
か
ら
入
手
し
た
の
か
。

三

平
成
元
年
十
二
月
十
八
日
の
中
央
薬
事
審
議
会
生
物
学
的
製
剤
調
査
会
資
料
に
よ
る
と
、
旧
厚
生
省
事
務
方
に
は
、
Ｍ
Ｍ

Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
医
薬
品
と
し
て
の
有
用
性
は
「
有�

用�

性�

を�

認�

め�

う�

る�

限�

界�

近�

く�

に�

位�

置�

」
（
傍
点
は
引
用
者
）
し
て
い
る
と

い
う
認
識
が
あ
っ
た
（
同
日
付
薬
務
局
生
物
製
剤
課
資
料
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
・
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
無
菌

性
髄
膜
炎
の
発
生
」
三
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
よ
り
先
、
同
年
九
月
十
一
日
の
同
調
査
会
審
議
概
要
の
な
か
に
「
ワ
ク
チ
ン
と
し

て
の
有
用
性
に
疑
い
は
な
い
」
、
髄
膜
炎
の
発
生
率
等
を
関
係
者
に
知
ら
せ
る
た
め
に
「
緊
急
安
全
性
情
報
と
す
る
必
要
は

な
い
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
左
に
質
問
す
る
。

（
一
）

右
の
記
述
は
、
同
年
九
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
旧
厚
生
省
事
務
方
、
あ
る
い
は
一
部
の
委
員
に
は
、
�
髄
膜
炎

の
発
生
状
況
が
ワ
ク
チ
ン
の
有
用
性
を
疑
う
ほ
ど
深
刻
だ
と
い
う
認
識
、
�
ま
た
そ
の
情
報
提
供
に
緊
急
性
が
あ
る

六



と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
議
事
録
に
よ
り
�
、
�
の
認
識
の
有
無

を
示
さ
れ
た
い
。

（
二
）

同
年
十
二
月
段
階
で
「
有�

用�

性�

を�

認�

め�

う�

る�

限�

界�

近�

く�

に�

位�

置�

」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
調
査
の
た
び
に
上
方
修
正

さ
れ
た
髄
膜
炎
発
生
率
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
平
成
五
年
四
月
二
十
七
日
の
「
当
面
接
種
見
合
わ
せ
」
の
判
断

理
由
（
公
衆
衛
生
審
議
会
伝
染
病
予
防
部
会
資
料
十
四
ペ
ー
ジ
の
資
料－

五
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
の
当
面

の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
意
見
）
）
と
し
て
は
、
髄
膜
炎
発
生
率
よ
り
は
、
二
次
感
染
の
事
実
の
ほ
う
が
接
種
見
合
わ

せ
の
理
由
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
が
い
か
が
か
。
当
日
の
議
事
録
ま
た
は
前
日
の
同
部
会
予
防
接
種

委
員
会
の
議
事
録
の
記
載
を
確
認
の
上
答
弁
さ
れ
た
い
。

四

そ
の
他
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
の
検
証
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
左
の
通
り
、
質
問
す
る
。

昭
和
六
十
三
年
九
月
に
統
一
株
・
自
社
株
が
共
に
承
認
さ
れ
、
同
年
十
二
月
に
定
期
接
種
へ
の
導
入
が
決
定
さ
れ
、
導
入

か
ら
「
当
面
接
種
見
合
わ
せ
」
の
決
定
前
後
ま
で
の
全
過
程
に
お
い
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
関
連
で
開
催
さ
れ
た
中
央
薬
事

審
議
会
、
公
衆
衛
生
審
議
会
等
各
種
審
議
会
の
記
録
で
、
左
の
各
項
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
か
否

か
を
答
弁
さ
れ
た
い
。
確
認
で
き
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
検
討
が
な
さ
れ
た
か
も
答
弁
さ
れ
た
い
。

七



（
一
）

平
成
十
七
年
三
月
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
調
査
（
平
成
十
七
年
三
月
提
供
）
に
よ
る

と
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
が
承
認
さ
れ
た
昭
和
六
十
三
年
九
月
以
前
に
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
任
意
接
種
後
の
無

菌
性
髄
膜
炎
、
て
ん
か
ん
な
ど
の
発
症
で
、
医
療
費
・
医
療
手
当
・
障
害
児
養
育
年
金
等
、
五
件
の
支
給
決
定
が
な

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
事
例
の
中
に
は
、
自
然
感
染
で
ま
れ
に
起
こ
り
得
る
と
さ
れ
て
い
た
発
達
障
害
を
伴
っ
た
被
害

も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
。

（
二
）

平
成
元
年
三
月
の
予
防
接
種
研
究
班
総
会
に
お
い
て
予
研
ム
ン
プ
ス
室
長
山
田
章
雄
氏
ら
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
を
応
用
し

て
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
・
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
髄
膜
炎
患
者
か
ら
分
離
さ
れ
た
ム
ン
プ
ス
ウ
イ
ル
ス
株
の
鑑
別
法

が
完
成
し
た
こ
と
を
発
表
し
て
い
る
（
山
田
章
雄
氏
ら
「P

o
ly
m
e
ra

se
C
h
a
in

R
e
a
ctio

n

を
用
い
た
ム
ン
プ
ス

ウ
イ
ル
ス
株
の
鑑
別
」
平
成
三
年
三
月
、
予
防
接
種
研
究
班
報
告
書
「
予
防
接
種
の
効
果
と
副
反
応
の
追
跡
調
査
及

び
今
後
の
予
防
接
種
方
式
の
策
定
に
関
す
る
研
究
」
厚
生
省
予
防
接
種
研
究
班
・
予
防
接
種
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、

二
十
六
ペ
ー
ジ
）
の
で
あ
り
、
予
研
の
研
究
者
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
ワ
ク
チ
ン
由
来
の
髄
膜
炎
が
発
生

す
る
こ
と
を
想
定
し
、
信
憑
性
に
疑
問
が
あ
っ
た
プ
ラ
ー
ク
サ
イ
ズ
法
に
か
わ
る
株
鑑
別
法
と
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
を
応

用
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
承
認
審
査
過
程
で
あ
っ
た
昭
和
六
十
三
年
、
予

八



研
に
お
い
て
は
、
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
に
無
菌
性
髄
膜
炎
等
を
発
症
し
た
患
者
か
ら
分
離
さ
れ
た
ム
ン

プ
ス
ウ
イ
ル
ス
の
株
鑑
定
法
と
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
が
開
発
過
程
に
あ
っ
た
こ
と
。

（
三
）

C
a
n
a
d
a

D
ise

a
se

W
e
e
k
ly

R
e
p
o
rt

（v
o
l.13-35,1987.9.5、

v
o
l.14-46,1988.11.19、

v
o
l.16-50,1990.12.15

の
各
誌
）
に
掲
載
さ
れ
た
左
の
文
献
に
あ
る
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
日
本
製
ウ
ラ
ベ
株
ワ
ク
チ
ン
を
含
む
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク

チ
ン
の
髄
膜
炎
と
対
応
に
関
す
る
情
報
。

F
u
re

sz
J,H

o
ck

in
JC

.A
C
a
se

O
f
M
u
m
p
s
M
e
n
in
g
itis:A

P
o
st-Im

m
u
n
iza

tio
n

C
o
m
p
lica

tio
n
?

H
o
ck

in
JC

,F
u
re

sz
J.M

u
m
p
s
m
e
n
in
g
itis.P

o
ssib

ly
v
a
ccin

e
-re

la
te
d
.O

n
ta
rio

J
F
u
re

sz,G
C
o
n
tre

ra
s:V

a
ccin

e
-R

e
la
te
d
M
u
m
p
s
M
e
n
in
g
itis-C

a
n
a
d
a

（
四
）

昭
和
六
十
年
十
一
月
か
ら
一
年
間
に
実
施
さ
れ
た
阪
大
微
研
会
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
の
臨
床
試
験
に
お
い
て
、
二
例
の

髄
膜
炎
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
は
「
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
髄
膜
炎
の
発
症
は
ウ
イ
ル
ス
分
離
株
で
証

明
さ
れ
た
も
の
は
な
い
が
、
今
後
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
や
お
た
ふ
く
か
ぜ
ワ
ク
チ
ン
の
普
及
に
際
し
て
は
、
接
種
前
に

十
分
な
問
診
を
行
っ
た
り
、
ウ
イ
ル
ス
学
的
な
検
索
を
行
っ
て
い
く
な
ど
の
配
慮
が
望
ま
れ
る
。
」
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
（
後
に
発
表
さ
れ
る
、
薮
内
百
治
氏
ら
三
十
六
人
に
よ
る
「
麻
疹
・
お
た
ふ
く
か
ぜ
・
風
し
ん
三
種
混

九



合
（
Ｍ
Ｍ
Ｒ
）
生
ワ
ク
チ
ン
（
阪
大
微
研
独
自
株
）
の
臨
床
試
験
成
績
」
臨
床
と
ウ
イ
ル
ス
、
第
十
七
巻
二
号
、
平

成
元
年
六
月
刊
だ
が
、
そ
の
デ
ー
タ
は
審
査
資
料
と
し
て
審
議
会
に
あ
が
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
。

（
五
）

前
項
（
四
）
の
二
例
に
つ
い
て
、
（
二
）
の
山
田
氏
ら
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
開
発
過
程
に
お
い
て
ワ
ク
チ
ン
株
と
同
定
し

た
こ
と
（
山
田
章
雄
氏
ら
「P

o
ly
m
e
ra

se
C
h
a
in

R
e
a
ctio

n

を
用
い
た
ム
ン
プ
ス
ウ
イ
ル
ス
株
の
鑑
別
」
平
成

三
年
三
月
、
予
防
接
種
研
究
班
報
告
書
「
予
防
接
種
の
効
果
と
副
反
応
の
追
跡
調
査
及
び
今
後
の
予
防
接
種
方
式
の

策
定
に
関
す
る
研
究
」
厚
生
省
予
防
接
種
研
究
班
・
予
防
接
種
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
、
二
十
六
ペ
ー
ジ
）
。

五

次
の
薬
害
事
件
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
・
法
務
省
他
に
概
ね
ど
れ
ほ
ど
の
関
係
文
書
が
現
存
す
る
か
、
省
庁
別
に
示
さ

れ
た
い
。
少
な
く
と
も
各
省
庁
の
「
行
政
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」
で
検
索
さ
れ
る
も
の
は
必
ず
答
弁
さ
れ
た
い
。
答
弁
は
、
簿

冊
が
何
冊
な
ど
簡
潔
で
よ
い
。

（
一
）

ジ
フ
テ
リ
ア
予
防
接
種
事
件

（
二
）

サ
リ
ド
マ
イ
ド
事
件

（
三
）

ス
モ
ン
事
件

（
四
）

ク
ロ
ロ
キ
ン
事
件

一
〇



（
五
）

コ
ラ
ル
ジ
ル
事
件

（
六
）

筋
短
縮
症
事
件

（
七
）

エ
イ
ズ
事
件

（
八
）

Ｍ
Ｍ
Ｒ
事
件

（
九
）

ソ
リ
ブ
ジ
ン
事
件

（
十
）

ヤ
コ
ブ
病
事
件

（
十
一
）

イ
レ
ッ
サ
事
件

（
十
二
）

Ｃ
型
肝
炎
事
件

六

薬
害
肝
炎
事
件
の
検
証
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
医
薬
品
行
政
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
の
「
薬
害
再
発
防
止
の
た
め
の
医

薬
品
行
政
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
最
終
提
言
）
」
（
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
、
薬
害
研
究
資
料
館
の

設
立
（
提
言
、
第
四
の
項
、
（
�
）
の
�
）
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
前
項
五
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
廃
棄
を
当

面
、
凍
結
し
、
薬
害
事
件
に
つ
い
て
省
庁
内
外
に
お
い
て
後
世
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
研
究
上
活
用
さ
れ
る
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
見
解
は
い
か
が
か
。

一
一



右
質
問
す
る
。

一
二


